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○ 本年３月６日に夕張市の財政再生計画の変更について総務大臣が同意した

が、平成３０年度予算について、その後に発生した新たな事情に早急に対応

するため、歳入・歳出額を変更するもの。 

 

○ 変更に伴い必要となる財源については、新たな歳入の確保により対応する

こととしており、財政再生計画の主要部分である計画期間、財政再生の基本

方針並びに財政の再生に必要な計画及び歳入又は歳出の増減額については変

更はない。 

 

Ⅰ 経過  

H30.6.12 夕張市議会が財政再生計画の変更を議決 

〃   夕張市長が総務大臣宛の財政再生計画変更報告書及び財政再生計画 

変更協議書を北海道知事に提出 

  〃  北海道知事が意見を付して財政再生計画変更報告書及び財政再生計画 

     変更協議書を総務大臣に提出 

 

Ⅱ 歳入・歳出額の変更における主な内容  

 

１ 変更事項 

（１）夕張市石勝線代替輸送確保基金積立（＋７５０百万円） 

平成３１年４月に廃止されるＪＲ石勝線夕張支線の代替として路線バスによ

り交通手段を確保し、当該実施に係る費用相当分についてはＪＲ北海道が拠出

することとなっているため、新たに設置する「夕張市石勝線代替輸送確保基金」

へ当該拠出金を積み立てるもの。 

  （財源）諸収入（ＪＲ北海道からの拠出金）７５０百万円 

 

（２）夕張支線代替輸送運営費等補助金（＋１０５百万円） 

ＪＲ石勝線夕張支線の廃止後の代替手段としての路線バスの運行を行う夕張

鉄道（株）に対し、追加車両や停留所の施設整備等に係る費用を補助するもの。 

  （財源）夕張市石勝線代替輸送確保基金繰入金１０５百万円 
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２ 性質別歳入・歳出の増減 

【一般会計】 

（１）歳入 

   国支出金の増（＋１百万円）、繰入金の増（＋１１９百万円）、その他の増

（＋７５８百万円）により８７８百万円の増 

 

（２）歳出 

   人件費の増（＋２百万円）、物件費の増（＋１７百万円）、補助費等の増 

（＋１０９百万円）、積立金の増（＋７５１百万円）により８７８百万円の増 
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（参考） 歳入・歳出の全体像  

【一般会計】 

 

（30年度予算） （単位：百万円）

変更前 変更後 増減額 主な内容

896 896 －

44 44 －

4,770 4,770 －

1,903 1,904 1
【国】
生活困窮者就労準備支援事業費等補助金＋1

615 735 119
幸福の黄色いハンカチ基金繰入金＋4
財政調整基金繰入金＋11
夕張市石勝線代替輸送確保基金繰入金＋105

917 917 －

1,108 1,865 758

夕張まちづくり寄附金＋1
まち・ひと・しごと創出寄附金＋2
toto助成金＋5
代替交通運行拠出金＋750

10,253 11,131 878

1,041 1,043 2 地域おこし協力隊派遣事業（報酬）＋2

933 949 17

地域おこし協力隊派遣事業（共済費等）＋1
新規採用職員養成＋1
生活保護改修システム委託＋2
地域産業資源創出事業＋2
ゆうばり文化スポーツセンターバスケットボールゴール購入＋
11

419 419 －

1,472 1,472 －

1,310 1,310 －

3,401 3,401 －

うち再生振替特例債 2,558 2,558 －

879 879 －

799 1,659 860

幸福の黄色いハンカチ基金助成＋4
夕張支線代替輸送運営費等補助金＋105
幸福の黄色いハンカチ基金積立＋1
夕張市石勝線代替輸送確保基金積立＋750

10,253 11,131 878

※端数処理の結果、増減額及び合計が一致しない場合がある。

区　　分

歳
　
入

地　方　税

地方譲与税

地方交付税

国・道支出金

繰　入　金

地　方　債

そ　の　他

合　　計

歳
　
出

人　件　費

物　件　費

維持補修費

扶　助　費

建設事業費

公　債　費

繰　出　金

そ　の　他

合　　計



○自主的な改善努力による財
政健全化

・財政健全化計画の策定（議会の議決）、
外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度議会に報告し公表

・早期健全化が著しく困難と認められる
ときは、総務大臣又は知事が必要な勧
告

公営企業の経営の健全化

○国等の関与による確実な再生

・財政再生計画の策定（議会の議決）、外部
監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意
を求めることができる
【同意無】
・災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期
間内である地方債（再生振替特例債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認められる
場合等においては、予算の変更等を勧告

財政の再生

（
健
全
財
政
）

（
財
政
悪
化
）

○指標の整備と情報開示の徹
底

・フロー指標：実質赤字比率、連結実質
赤字比率、実質公債費比率

・ストック指標：将来負担比率＝公社・
三セク等を含めた実質的負債による
指標

→監査委員の審査に付し議会に報告し
公表

健全段階 財政の早期健全化

指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の

策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用

25％実質公債費比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

将来負担比率

道府県：3.75%
市町村：11.25%～15%
道府県：8.75%
市町村：16.25%～20%

都道府県・政令市：400%
市町村 ：350%

35％

道府県： 5%
市町村： 20%
道府県：15%
市町村： 30%

資金不足比率 20%

早期健全化基準 財政再生基準

経営健全化基準（公営企業ごと）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律について

３年間（平成21年度から平成23年
度）の経過的な基準（都道府県は
25%→25%→20%、市区町村は
40%→40%→35%）を設けている。
東京都の基準についても、経過
措置が設けられている。

※ 実質赤字比率及び連結実質赤
字比率については、東京都の基準
は、別途設定されている。
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